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開発協力適正会議 

第４３回会議録 
 

 

 

平成３１年２月２６日（火） 

外務省 ６階６６６会議室 

 

《議題》 
 
 

1 報告事項 

(1) 「ODA 評価年次報告書 2018」の報告   

2 プロジェクト型の新規採択調査案件 
(1)  インドネシア「パヤクンブーパンカラン有料道路トンネル建設事業準備調

査」（有償） 

(2) バングラデシュ「フードバリューチェーン強化事業準備調査」（有償） 

(3) ヨルダン「ザイ給水システム改良計画準備調査」（無償） 

3 事務局からの連絡 
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午後３時開会 

1 報告事項 

(1) 「ODA 評価年次報告書 2018」の報告   
 

○ 小川座長 それでは、第４３回「開発協力適正会議」を始めさせていただきます。 

   皆様におかれましては、お忙しい中お集まりいただきまして、どうもありがとうご

ざいます。 

   それでは、一番目の議題ですが、「『ＯＤＡ評価年次報告書２０１８』の報告」と

いうことで、外務省の説明者から御報告をお願いしたいと思います。 

 

○ 宮森外務省大臣官房ＯＤＡ評価室上席専門官 大臣官房ＯＤＡ評価室から「ＯＤＡ評

価年次報告書２０１８」について御報告いたします。 

● 当室では「ＯＤＡ評価年次報告書２０１８」を来月上旬に外務省ホームページに掲載

すべく作業を行っています。「ＯＤＡ評価年次報告書」は、前年度に外務省が実施し

たＯＤＡ第三者評価の概要を主な内容として、１９８２年から毎年発行しています。

ＯＤＡ評価の全体像を示すとともに、ＯＤＡ評価の役割と成果を公表することにより、

国民への説明責任を果たし、ＯＤＡに対する国民の理解を高めることを目的としてい

ます。 

● 昨年、関係者の一部から、内容がわかりづらく、分量が多過ぎるとの御指摘を受けた

こともあり、今回の年次報告は、デザインを一変し、用語を吟味し、わかりやすい説

明を心がけ、分量も調整して、読みやすさを追求しました。本日は、報告書の概要を

取りまとめたＡ４判の資料を皆様のお手元に配付するとともに、座長のもとにホーム

ページに掲載予定の原稿を印刷したものを用意しましたので、適宜、御回覧いただけ

れば幸いです。 

   なお、今回の年次報告書に含まれる第三者評価の個別報告の詳細は、昨年４月の本

会議にて当室の村岡室長から説明したとおりであります。 

   以上でございます。 

 

○ 小川座長 どうもありがとうございます。 

   ただいまの説明で何か御質問とかございますか。私の手元にこういうのがあります

ので、それを回しますので見ていただければと思います。よろしいでしょうか。 

  

2 プロジェクト型の新規採択調査案件 
(1) インドネシア「パヤクンブーパンカラン有料道路トンネル建設事業準備調
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査」（有償） 
○ 小川座長  それでは、次の「プロジェクト型の新規採択調査案件」の議論に入りま

す。本日、取り上げます案件は、事務局から提示ありました新規採択案７件のうち、

インドネシア、バングラデシュ、ヨルダンの３件について議論をお願いいたします。 

   進め方としては、説明者から外交的意義及び委員のコメントに対する回答を行って

いただきまして、その後、議論を行うこととしたいと思います。 

   早速ですけれども、最初の案件に入りたいと思います。 

   インドネシア「パヤクンブ－パンカラン有料道路トンネル建設事業準備調査」、プ

ロジェクト形成（有償）について、説明者から外交的意義及び委員のコメントに対す

る回答をお願いしたいと思います。 

 

○ 岡野外務省国際協力局国別開発協力第一課長 インドネシアのパヤクンブ－パンカラ

ン有料道路トンネル建設計画について御説明いたします。名前が長いので、我々は「ス

マトラ島トンネル計画」と呼んでいますので、スマトラ島の案件ということにさせて

いただきます。 

● 本件は、対インドネシアの円借款の候補案件でございます。外交的な意義としまして

は、皆様も御高承のとおり、インドネシアというのは政治・経済的にも地政学的にも

非常に重要な関係にございます。インドネシアと日本は戦略的パートナーになってお

りまして、経済面では、１８００社以上の日系企業がインドネシアに進出しておりま

す。また、我が国、日本企業にとって重要な活動拠点かつ投資先でありまして、エネ

ルギー資源も供給している国であります。それから、石油を初めとしました我が国に

とって重要な輸入品の海上輸送路に位置しまして、同国の安定は日本の経済にとって

も極めて重要でございます。 

● 現在のジョコ大統領になりましてから、ジャカルタのような大都市だけでなく、地方

の開発にも非常に力を入れておりまして、その観点で、このスマトラ島の道路整備と

いうのもプライオリティーを置いてインドネシアが進めているプロジェクトでござい

ます。このスマトラ島の有料道路の計画というのは、インドネシアの国家戦略プロジ

ェクトの１つに位置づけられておりまして、ここに日本が支援することができれば、

日インドネシア関係で極めて重要なフラッグシップがインフラの協力関係になると考

えておりますので、今回挙げさせていただきました。 

● 続きまして、委員から事前にいただきました御質問について、外務省、それからＪＩ

ＣＡから御説明させていただきます。まず、外務省からです。 

   西田委員から、この計画が実現することによる日本並びに日本企業への直接的な恩

恵はどのようなものがあるか御教示くださいという御質問がございました。 

   案件計画書の中に、活用が期待される技術としまして「トンネルの掘削機材や覆工
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用機材、トンネル付属設備等」と書かれております。これにとどまらず、トンネルを

つくる技術というのは非常に高度なものだと私も聞いておりまして、この道路で想定

されているトンネルというのは、インドネシア初の大規模な山岳トンネルを建設する

ものになります。日本が得意とする山岳トンネルの施工技術の活用を想定しておりま

す。本件が日本タイド、すなわちＳＴＥＰの円借款として実現する場合には、本邦企

業の受注が見込まれております。 

   また、このような難易度の高いトンネル工事が順調に進めば、これがインドネシア

において山岳トンネル建設のモデル事業として認知され、その後の新規事業に類似の

トンネル道路が進められる可能性があるので、そういった意味で、日本企業への裨益

が大きいことが期待されております。 

   私からは以上でございます。引き続いて、ＪＩＣＡから説明いたします。 

 

○ 小野ＪＩＣＡ東南アジア・大洋州部東南アジア第一課企画役 続いて、ＪＩＣＡか

ら、いただいた御質問に対して回答させていただきます。 

● 道傳委員から、質問の１番目として、環境への配慮はどのように確保されるのでしょ

うか、国際協力機構環境社会配慮ガイドラインに照らして御教示くださいといただき

ました。回答ですが、本計画が環境や地域社会に与える影響を最小化するために、本

調査において先方政府が行う環境影響評価報告書案や用地取得住民移転計画案の作成

支援を行います。その作成過程におきまして国際協力機構環境社会配慮ガイドライン

に従いまして、現地ステークホルダーとの協議結果や外部有識者からの助言内容が反

映されるように働きかけを行ってまいります。 

● 続いて、質問の２番目として、想定されるジェンダー主流化ニーズを御教示ください

とありますが、本計画におけるジェンダー主流化の支援に係る詳細は本協力準備調査

の中で確認してまいりたいと思っておりますが、例えば、施工段階において女性が差

別されないよう男女それぞれのトイレの設置や雇用機会の均等などを実施機関からコ

ントラクターに働きかけることを想定してございます。 

● 続きまして、岩城委員からいただいた御質問に移らせていただきます。２０１０年と

随分前になるが、韓国が実施したマスタープラン調査と本計画との関係、関連性（日

韓協力の可能性など）について伺いたいといただきました。これに対しては、韓国が

実施したマスタープラン調査がインドネシア政府のスマトラ縦貫有料道路計画の前提

となっていますが、現時点では、本計画に関連した日韓協力は想定されておりません

というのが回答になります。 

● 続いて、有料道路として利活用が進むためには、料金設定や利用頻度（将来を見据え

た需要の想定）などの経済計算で確認することが重要で経済計算がどの程度できてい

るか伺いたいとのことですが、現時点では、本調査におきまして需要見込み及び料金

設定等について確認する予定でございます。いただいた視点については十分に留意し
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てまいりたいと思います。 

● 続きまして、工事期間の遅延につながるおそれから、本プロジェクトに関連する用地

は買収・確保されているのか確認したいということでございます。その回答ですが、

用地はまだ確保されておりません。本協力準備調査の結果を踏まえまして、先方政府

が路線を確定した上で用地取得が行えることになります。 

● 続いての御質問ですが、過去の教訓にも記載があるが、円滑な運用には、供用後の運

営維持管理体制準備への取り組みが肝要であるので、ガイドライン策定支援や人材育

成を目的とした技術協力の同時手配を実現すべきと考えるといただきました。これに

対しては、おっしゃるとおり、ガイドライン策定支援や人材育成を目的とした技術協

力につきまして、インドネシア政府ともよく協議しつつ検討いたしたいと思っており

ます。 

● 続いて、田辺委員からいただいた御質問に移らせていただきます。 

  パヤクンブ－パンカラン間のフタマ・カルヤ建設予定区間については、ＪＩＣＡ環境

社会配慮ガイドライン上の不可分一帯事業として配慮確認が必要なコンポーネントと

なるかということでいただきました。これにつきましては、パヤクンブ－パンカラン

間の４３キロ全てがＪＩＣＡ環境社会配慮ガイドライン上の不可分一帯事業として配

慮確認が必要となります。 

● 次の御質問ですが、パダン－パヤクンブ間、プカンバル－パンカラン間については、

ＪＩＣＡ環境社会配慮ガイドライン上の不可分一帯事業として配慮確認が必要なコン

ポーネントとなるかということでいただきました。今回の対象は、一般道路と接続す

るパヤクンブ－パンカラン間のみで有料道路事業が成立するため、ＪＩＣＡ環境社会

配慮ガイドライン上の不可分一帯事業とは考えてございません。 

● 次の御質問ですが、トンネル以外の区間については、特に熱帯雨林の伐採や住民移転

などが見込まれることから、特に慎重な環境社会配慮確認をしていただきたいといた

だきました。これについては、御指摘の点を十分に留意いたしたいと思います。 

● 次ですが、同地域は森林伐採が深刻な地域であるが、本事業により大型車両のアクセ

スが向上することで熱帯林伐採が加速するおそれはないかといただきました。こちら

につきましても、御指摘の点を十分に留意いたして進めたいと思っております。 

● 続いて、西田委員からいただいた２つ目の御質問になります。計画対象区間の両側は

国営企業フタマ・カルヤ社が施工することになっていますが、日本がこの中間となる

トンネル区間の工事を支援するのは、同社あるいは国内の工事会社にトンネル整備能

力が不足しているからと理解してよろしいでしょうかといただきました。回答は、イ

ンドネシアでは、これまで大規模な山岳道路トンネル事業の経験がないため、国営企

業であるフタマ・カルヤ社及び国内の工事会社に施工実績はございません。そのため、

インドネシア側から、維持・管理や事業計画の段階からの道路トンネル事業の協力要

請の意向が示されました。なお、本計画においては、中央政府を対象として事業を行



6 

 

いまして、トンネルの施工管理のノウハウを移転することを想定してございます。 

● 続きまして、高橋委員からいただいた御質問です。 

  １つ目が、本計画の目的として「スマトラ島西スマトラ地域において有料道路トンネ

ルを建設することにより、スマトラ島西部と東部の連結性向上を図り、もって西スマ

トラ地域の産業振興及び経済活性化に寄与すること」とあるが、具体的にどのような

産業振興及び経済活性化が見込まれているのかということでいただきました。 

  現時点で期待されますのは、パヤクンブ－パンカラン間の移動時間の短縮による周辺

の観光資源の活用などを通じた地域産業の活性化となりますが、より詳細について本

調査において確認をしてまいりたいと思います。 

● 次の御質問は、カテゴリーＡ案件として、環境社会配慮を十分に行ったとして、その

コストを反映して本有料道路の通行料金はどの程度に設定される見込みかといただき

ました。これについての回答ですが、通行料金設定のプロセスについては目下確認中

でございますため、環境社会配慮のコストが通行料金設定に連動するか否かについて

も、本調査の中で確認いたします。 

   回答は以上になります。 

 

○ 小川座長 どうもありがとうございます。 

   ただいまの説明者からの説明について、追加で御意見、御質問がございましたら、

お願いいたします。どうぞ。 

 

○ 田辺委員 先ほど土地収用はまだということだったのですが、インドネシアで活動す

るＮＧＯに確認したところ、新聞等では、この区間の土地収用についていろいろ問題

が起きているということだったのです。それというのは、このパヤクンブ－パンカラ

ン間については土地収用が行われていないけれども、それ以外の区間での自己資金で

実施する部分においては土地収用は既に行われているということなのでしょうか。区

間がわからなかったのですが、そういった土地収用の問題が起こっているという話を

既に聞いておられるようであれば、その内容について教えていただければと思います。 

 

○ 小野ＪＩＣＡ東南アジア第一課企画役 特に今回の対象としているパヤクンブ－パン

カランについてそのような問題が起こっているということは聞いてございません。と

いうのは、道路の線形自体もまだ決まっていませんので。パヤクンブ－パンカラン間

につきましても、インターチェンジからインターチェンジというところになりますの

で、これについてもまだ計画は未熟な段階と承知しています。最初に御説明したとお

り、大統領の国家プロジェクトとして、この西スマトラ全体のネットワークという計

画がありますので、ここの区間ではないところの可能性もあるかなとは感じています

が、確認はより慎重に進めてまいりたいと存じます。 
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○ 田辺委員 わかりました。 

 

○ 小川座長 ほかはいかがでしょうか、どうぞ。 

 

○ 西田委員 御説明ありがとうございました。西田です。 

   冒頭の外務省の方からの御説明なのですが、私、書いたと思うのですけれども、記

述されている本邦技術の活用以外で直接的な裨益はどんなものがあるかというのを伺

いたく、日本の受注企業なり技術を持っている会社が裨益するのだろうと思いつつも、

強調されている日本の１８００社の企業は、このトンネルが開通することでどういっ

たメリットがあるのか、地図で見ると、これはスマトラの中で東部と西部を直接つな

げる道路になりますが、この意味合いというか、日本にとっての何らかの政策的意味

合いがあってのことなのかということを教えていただければと思う次第です。パダン

には西スマトラで比較的大きな港があると理解していますが、そういったところの接

続性とか、日本の物流、あるいは企業活動、国の活動にとって何かしら利益があるの

かという点をお伺いしたいということです。 

 

○ 岡野国別開発協力第一課長 インドネシアの日本企業の活動につきましては、かなり

多くの部分がジャワ島に集中しているところがございますので、このスマトラ島のト

ンネル単体をもって直接的に日本企業の経済活動に裨益するかというのは、今の時点

では何とも言えないと思います。ただ、インドネシアの連結性は、今、非常に悪いの

で、特にスマトラ島はジャワ島に比べると悪いので、そういったところの連結性を強

化することによって、物流も改善しますし、おっしゃったように港もありますので、

将来的に日本企業に経済効果を及ぼすことは考えられます。ただ、このプロジェクト

を進める上で一番念頭にありますのは、日本、インドネシアの戦略的な関係、現在の

大統領の地方開発への意欲といったところを中心に捉えて、日本の技術を活用して貢

献しようというところでございますので、直接的には経済的に数値で御説明すること

は今はちょっと困難かなと思います。 

 

○ 小川座長 ほかはいかがでしょうか。では、高橋委員。 

 

○ 高橋委員 御回答ありがとうございました。 

   産業振興についての質問で、周辺の観光資源を活用した産業というふうにおっしゃ

っていたのですけれども、御存知のように、この地域はパームオイルのプランテーシ

ョンが急速にかなり拡大をしているところです。特に西側の方はまだ残っていて、そ

ちらの方になかなかつながっていかないので、東の方を中心にプランテーションは広
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がっています。パームオイルの輸出を振興するためにこのトンネルを掘って使ってと

いうことも実は念頭にあるのかどうかとか、そのあたりをちょっと確認していただき

たい。日本でも今、パームオイルの輸入をかなり増やしているところなので、そこと

の連結性もあるので、今の時点でわかっていることがあれば教えてください。 

 

○ 小野ＪＩＣＡ東南アジア第一課企画役 ありがとうございました。現時点では具体的

な数値等をきちんと確認できているわけではございませんので、ちょっと差し控えて

おりましたが、農産物という点でも、そういったプランテーションも含めて、西スマ

トラとリアウ州間の連結性によって経済効果が出せるものというふうには認識してご

ざいます。今、パームオイルを挙げられましたけれども、あくまでも現時点での情報

として入ってきているのは、例えば米とかトウモロコシ、サツマイモ、ジャガイモ、

ニンジン、ドリアン、マンゴスチン、ココナッツ等々、この地域の農産物の物流活性

化が経済効果に資するようにしていけるかというのは、また調査の中でも確認を進め

てまいりたいと思っております。 

 

○ 小川座長 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。どうもありがとうござい

ました。 

 

(2) バングラデシュ「フードバリューチェーン強化事業準備調査」（有償） 
○ 小川座長 続きまして、２番目の案件でありますバングラデシュ「フードバリューチ

ェーン強化事業準備調査」、プロジェクト形成（有償）について、説明者から外交的

意義及び委員のコメントに対する回答をお願いしたいと思います。 

 

○ 植田外務省国際協力局国別開発協力第二課首席事務官 外務省国別開発協力第二課植

田でございます。よろしくお願いいたします。 

  本案件は、バングラデシュの農業・食品加工企業向けの設備投資・運転に必要な資金

の供給及び経営管理や食品安全性向上に係る技術支援を行いまして、また、金融機関

に対する審査能力向上等に係る支援を行う、そのような円借款事業のための協力準備

調査でございます。 

● 本案件の外交的意義を御説明申し上げます。 

  バングラデシュの耕作可能な土地は、都市化の進展によりまして年々減少傾向にござ

います。生産性向上や農産物及び加工品の高付加価値化が急務となっております。ま

た、中間所得層の増加に伴いまして、多様な食品への需要が増大しております。しか

し、冷蔵施設などの保管施設・加工設備の不足などによりまして、高い農産物ポスト

ハーベストロスの割合、また未成熟な事業計画などの企業側の要因、さらには高い貸
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付金利や煩雑な融資申請手続きなどといった金融機関側の要因によりまして、企業の

約６割は資金需要を満たしていません。その結果、設備投資が促進されず、農産物や

加工品の高付加価値化が進展していない状況でございます。このような背景から、今

般、本件事業に関する要請がバングラデシュ側から出てまいりました。 

● 本案件は、農業・食品加工分野における企業への支援を通じまして、同分野の投資環

境改善に寄与し、両国首脳間で一致しましたベンガル湾産業成長地帯構想、通称「Ｂ

ＩＧ－Ｂ構想」と申しておりますが、この構想の実現に資する案件でもございます。 

  また、近年、バングラデシュの堅調な成長を背景に進出日本企業数も増加しておりま

すが、本調査の際に実施を検討しておりますバングラデシュ農業関連企業と日本の機

器製造企業のマッチングを通じまして、日本企業のバングラデシュ進出促進への貢献

も期待できます。以上が本件に関する意義となります。 

● 続いて、委員の皆様からいただいた質問に対してお答え申し上げます。 

  まず、私から幾つか回答を申し上げまして、残りにつきましてＪＩＣＡさんから回答

を述べさせていただこうと思います。 

  まず、西田委員から、ＢＩＧ－Ｂ構想の概要、政策的意義、また、その実現に向けた

日本による協力などについて御質問いただきました。 

  このＢＩＧ－Ｂ構想は、バングラデシュの経済インフラ整備、投資環境整備、連結性

向上のために、我が国とバングラデシュで協力するものでございます。同構想の実現

によりまして、バングラデシュの産業振興などを通じた経済的発展のみならず、日バ

ングラデシュ間の経済を含むさまざまな交流の促進、同国内での日本企業の活動促進

などが図られまして、より一層の日バングラデシュ関係の強化に資することが期待さ

れております。我が国は、ＢＩＧ－Ｂ構想に関連しましてバングラデシュと様々な協

力を実施してきております。代表的な例といたしましては、経済インフラ整備案件と

してダッカ地下変電所建設計画、投資環境整備案件といたしましては外国直接投資促

進計画、連結性向上案件としてはダッカ都市交通整備計画などを実施しております。

ＢＩＧ－Ｂ構想自体は、日本とバングラデシュの協力でございますが、日本とインド

はバングラデシュの連結性強化のために連携して、バングラデシュ東部の国境沿いに

あります道路の整備や橋梁の改修を実施しております。バングラデシュは近年目覚ま

しい成長を遂げておりますが、経済インフラ整備、投資環境整備、連結性向上での協

力の余地は大きく、また引き続き日本としてＢＩＧ－Ｂ構想に係る協力を行うことが

我が国として重要だと考えております。 

● 続きまして、案件概要書におきまして「本調査で検討する」との記述が多い、このよ

うな案件を会議の議題としてよいのかとの御指摘をいただきました。今回の案件策定

に当たりまして、バングラデシュの関係省庁、金融機関及び食品加工企業への調査を

通じまして可能な限りの事前確認を行ってきましたが、バングラデシュの農業分野に

つきましては、これまで小規模農家への生計向上支援を中心とした協力の実績がござ
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いますが、農業・食品加工企業への支援はこれまで実績が余りございませんでした。

このため、新規事業を検討するに当たりまして、今後の協力準備調査におきまして詳

細の確認が必要となる情報が比較的多くなっておりますが、案件の概要につきまして

は、お配りしている資料のとおりでございます。本件については、これまでたびたび、

農業大臣を初めとしたバングラデシュ政府側からも強い要請があったという経緯も含

めまして、政府としては本件支援の意義や内容について検討した結果、協力準備調査

を進めること自体は適当であると判断したものでございます。 

● 続きまして、田辺委員から御質問をいただきました。 

  本件の支援対象として漁業は含まれているのかでございます。本事業の対象は、園芸

作物、米及びイモを想定しておりまして、漁業は含めない予定でございます。なお、

園芸作物の中でも、例えばマンゴー、トマト、パイナップル、ジャックフルーツなど

を検討しておりまして、それら農産物から、中間所得層を中心に需要が高まりつつあ

りますトマトピューレ、ポテトチップス、ジュース、冷凍食品などの加工品の生産を

想定しております。 

● また、漁業に関しましては、世銀が持続的な漁業開発に関する国家マネジメント計画

の策定を行っており、バリューチェーン強化に向けた加工区域の設置や加工施設の建

設、養殖技術の向上や安全性に係る検査機能を有した研究施設の建設などのようなイ

ンフラ整備、マーケットとの連結性強化やビジネスプランの策定支援などを実施予定

と伺っております。世銀とは情報共有を密にしつつ、将来的な連携や協力の可能性に

ついても議論を重ねていく予定でございます。 

● 次に、生産者の所得向上に対する支援をすべきではないかとの御指摘をいただきまし

た。バングラデシュの農業分野におきまして、生産者に対する支援といたしましては、

２０１４年から円借款事業の小規模農家農業生産性向上・多様化振興融資事業により

まして、小規模・零細農家向けの農業生産性向上に資する金融支援と生産性向上に向

けた営農指導を実施中でございます。また、２０１７年からは、別の円借款事業でご

ざいます小規模水資源開発事業によりまして、小規模水資源管理施設、営農施設、機

材及び農道などの整備、水管理組合を対象とした研修・技術指導を行っております。 

  これらの事業は、農業の生産地を主な対象としておりまして、これまでのところ、当

初計画どおりに進捗し、米、野菜などの農家の生産性が向上していることが確認され

ております。 

● 一方で、今回、協力準備調査の候補となっておりますフードバリューチェーン強化計

画でございますが、農業の高付加価値化に向け、農業・食品加工企業の設備投資の促

進を図ることを主眼に置いた案件でございまして、先ほど申し上げました、現在実施

中の生産者への支援と、本事業による加工や流通サイドの支援を組み合わせることに

よりまして、フードバリューチェーン全体のボトムアップを図りたいと考えておりま

す。フードバリューチェーン全体の強化を通じまして生産地からの安定した原材料の



11 

 

供給が可能となりまして、農村部の収入・所得向上にも資することが期待されており

ます。 

● 続きまして、道傳委員から御質問いただきました点にお答えさせていただきます。 

  地政学的に重要ではあるが、民主主義の定着に懐疑的な見方がなされているバングラ

デシュとどのような関係を築くのかとの御質問をいただきました。 

  伝統的な親日国でございますバングラデシュは、民主主義の定着に努める穏健なイス

ラム国家でございまして、地域の平和と安定にとって重要な役割を果たしております。

また、その高い経済成長を背景に、近年、進出日本企業数も増加するなど、我が国に

とっての重要性はますます高くなっているとともに、両国関係も深化・拡大しており

ます。バングラデシュにおきまして、民主主義の定着との関係でございますが、２０

１４年の首脳会談におきまして、両首脳は、平和、民主主義、人権及び法の支配とい

った共通の価値に基づいた「包括的パートナーシップ」の立ち上げに合意するととも

に、我が国は法制度整備を初めとする支援を行ってきております。 

● 他方で、御指摘のとおり、同国におきまして民主主義の定着はまだまだ途上にござい

まして、残念ながら、昨年末に実施された総選挙におきましては、政党関係者に多く

の死者が出るなど選挙プロセスにおける懸念すべき状況が発生しております。我が国

は、バングラデシュ独立以来の伝統的友好国として、バングラデシュが民主的発展の

道のりを歩み続けることを望んでおりまして、今後も、包括的パートナーシップに基

づいた両国関係の発展のためにバングラデシュにおける民主主義の定着を支援してい

くことが重要であると考えております。 

● 続きまして、国別開発協力方針の重点分野、社会脆弱性の克服にどう資するのかとの

御質問をいただきました。 

  今回の事業は、地場の農業・食品加工企業を主な対象としておりまして、企業の設備

投資の促進、経営管理や食品安全性向上に係る技術支援などを通じまして、農産物の

高付加価値化を推進し、バリューチェーンの強化を目指しております。本事業を通じ

てフードバリューチェーンの強化が図られることによって、都市部と比べ貧困者数の

割合が高い農村部の収入・所得の向上に資することが期待されます。そのため、社会

の脆弱性の克服に資する案件と考えております。 

● 続いて、岩城委員からの御質問です。借り手側に対する事業計画作成能力向上のため

の技術支援を検討すべきとの御指摘をいただきました。 

  この点につきましては、御指摘のとおりでございまして、資金の借り手である農業・

食品加工企業向けに、経営管理や事業計画作成の能力向上に係る技術支援を行う予定

でございます。なお、対象企業の実績・規模・業種により経営能力が必要な支援は異

なると想定されるため、企業の実情に応じたきめ細やかな協力が可能となるよう、協

力準備調査において検討させていただく予定でございます。 

● 続いて、個々の事業の課題解決に個別に取り組む案件ベースでの支援ができないのか
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との御質問をいただきました。 

  フードバリューチェーン強化における主要なアクターは、農業・食品加工企業などの

民間企業であるものの、これら企業の資金需要が十分に満たされないために設備投資

が進捗せず、また、食品安全や生産管理に関する認識が不十分であることから、農業

の多様化や高付加価値化が阻まれているというのが現状の課題でございます。 

  このような状況を踏まえ、本事業はツーステップローンによる譲許的な資金供給、ま

た、これに加えまして、エンドユーザー企業を対象とする食品安全や経営管理に関す

る技術支援、さらには金融機関向けの審査能力向上支援を実施することで、農業食品

加工企業の金融アクセスの改善と農業の高付加価値化を図る、そのようなアプローチ

が最適であろうと判断したものでございます。今後も、個々の開発課題に対し、ある

べき支援策をよく検討した上で、効果的な案件形成に努める所存でございます。 

● 最後に、高橋委員からも御質問いただいておりますが、御質問の数やその専門性もご

ざいまして、御質問いただいたタイミングから本日の会議までに回答を御用意するこ

とができなかったため、後日メールにて回答を申し上げさせていただきます。 

  私からは以上でございます。 

 

○ 高橋ＪＩＣＡ南アジア部南アジア第四課課長 続きまして、ＪＩＣＡから補足的に回

答させていただきたいと思います。ＪＩＣＡの南アジア部の高橋でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。私からは２点ございます。 

● まず、西田委員から御指摘いただきました、実施機関の候補として現在検討中でござ

いますバングラデシュインフラ融資基金（ＢＩＦＦＬ）の審査能力をどのように評価

しているかといった御質問でございます。 

  ＢＩＦＦＬにつきましては、まず、２０１１年に設立されました比較的歴史の浅い機

関ではございますが、実施中の円借款事業「省エネルギー推進融資計画」、２０１５

年に両国政府間で交換公文が署名されておりますが、こちらの実施金融機関としてＪ

ＩＣＡのツーステップローンの経験を有しているところでございます。この案件のコ

ンサルティングサービスにおきまして、審査の手法、貸し付け管理、事業モニタリン

グ、融資先企業等に対する現地調査のノウハウ等のコーポレートファイナンス全般の

能力の強化を支援してまいりました。 

  こうした能力支援の効果もございまして、ＢＩＦＦＬの融資実績については着実に伸

長しているという成果が確認されております。同機関の財務報告書によりますと、貸

付残高は、２０１４年度は１０．３３億タカ(約１３億６３００万円)でございました

が、２０１７年度には１０７．２億タカ(約１４１．５億円)というところまで増加し

ている状況でございます。 

  また、財務状況に関しましても、２０１７年度末の自己資本比率は１４９．６９％と

非常に強固な財務基盤がございました。また、損益に関しましても、２０１７年度の
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純利益については６．５１億タカ(約８．６億円)、総資産利益率（ＲＯＡ）に関しま

しては３．１％と十分に収益を確保していると考えております。 

  このようにＢＩＦＦＬの審査能力や財務状況は良好と考えているところではございま

すが、本事業の実施においては、農業・食品加工企業を対象としました融資案件の審

査・モニタリングに関する能力強化支援を行いまして、案件の進捗、またＢＩＦＦＬ

の財務状況について引き続き注視していきたいと考えております。 

● もう一点でございます。岩城委員から御指摘いただいた点でございます。２０１４年

時点で農産物の多様化のための支援が重点となされているが、現時点でその方針につ

いて変更がないかといった御指摘でございます。 

  これに関しましては、現状でも農産物の多様化のための支援を重点とする方針には変

更はございません。ただ、当時の分析との違いとしましては、農産物の多様化の実現

に向けまして、農家の生産性向上、また所得の向上、農村部の小規模インフラの整備

などに加えまして、生産後の物流・加工・小売のプロセスにおける農産物の収穫後ロ

スの減少、農産物や加工品の高付加価値化を図りまして、バリューチェーン全体の強

化を目指していきたいという方針となっております。 

  バングラデシュ政府の第７次５カ年計画（２０１６～２０２１年）でございますが、

こちらにおいては、農業の商業化の促進、食品安全を含む高付加価値化のための民間

セクターとの連携、農産品加工の促進等に取り組むとなっております。また、別の政

策で「国家農業政策２０１８」という政策もございますが、こちらにおいては、生産

物や農産物の多様化、マーケティングや商業化の促進というのが掲げられております。

こうしたバングラデシュ政府の方針とも整合した形でこの案件を形成してまいりたい

と考えております。私からは以上でございます。 

 

○ 小川座長 どうもありがとうございます。 

   それでは、委員から、追加で御質問、御意見ございましたら、お願いたします。 

   田辺委員、お願いします。 

 

○ 田辺委員 フードバリューチェーンの、特にフルーツ部門でのボトムアップが、その

生産者の所得向上に貢献するかどうかというのは、恐らくケース・バイ・ケースだと

理解しています。そのフードバリューチェーンのボトムアップによって生産者がより

付加価値の高い商品作物にうまく移行でき、かつ、バーゲニングパワーによって生産

者が得られる単価もそこまで影響を受けないといった、個々の条件がきちんと整った

ときに初めて効果として生み出されるものだと理解しています。単純に、生産がシフ

トしないで流通業者のバーゲニングパワーを引き上げることになった場合は、逆に農

業生産者の所得は減少する可能性もあるわけです。今の説明は、そこら辺のいろいろ

な条件をきちんと踏まえた上で貢献する可能性があるということにしていかないと、
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そこをきちっとこの案件で見ていかないと、農業生産者の所得向上は達成できないの

ではないかと思います。 

 

○ 高橋ＪＩＣＡ南アジア第四課課長 ありがとうございます。先ほど外務省様から御説

明があったとおり、実施中の生産サイドの支援との調整・連携というのは非常に重要

だと考えております。設備能力の増強によりまして、御指摘のとおり、企業がバーゲ

ニングパワーを持つようになり、また、それによって、生産者側には負の影響を与え

るリスクについて十分に留意するようにという御指摘だと理解いたしました。 

  これに対しまして、実施中の生産者への支援と加工あるいは流通における支援、今回

のフードバリューチェーンでございますが、その間での連携もしっかりととってまい

りまして、例えば、企業の原材料調達プロセスにおける流通取引面の課題等をしっか

りと考慮しまして、そういった負の影響が生じないように留意していきたいと考えて

おります。 

 

○ 小川座長 ほかはいかがでしょうか。では、岩城委員。 

 

○ 岩城委員 御説明どうもありがとうございました。 

  私もこの資料を読みまして、実は書かなかったのですけれども、西田委員と同じよう

に、西田委員がおっしゃっている表現で言いますと「計画の射程が定まっていない」

というところなのですけれども、非常に広範囲に、セクター全体みたいに網をかけて

いるようなところがありますので、資料を読むだけでは、どこに絞り込んでどういう

ことをしようとしているのかが、ほかの案件に比べるとどうしてもツーステップとい

うことかとは思いますけれども、余りにじみ出てこないので、すごく審査しづらいと

いう点がございました。 

  ツーステップそのものに対して、今、一般論としてどういう評価をされているのか、

やり方としては言えると思うのですけれども、私も意見として出させていただいたよ

うに、個々の事業化に落とし込む過程までどこまで見ていくのかというところなので

す。 

  例えば、予備調査で調べますという御回答に対してさらに質問するとしますと、調査

した結果、具体的な案件、例えばロングリストをつくられるのかとか、もしくはツー

ステップを供与する際の判断基準とか、そういうのを先方と握られるのかとか、もし

くは評価に当たってのＫＰＩを設定されるのかということがどこまでされるのかが見

えない段階で、資料の文面だけを見ますと、どうしてもあれもこれもと、バリューチ

ェーン上、問題が山積していて、ハード面の問題、ソフト面の問題も、テクノロジー

の問題もあれば、プランニングの問題もあれば、ファイナンスの問題もある。それら

をみんな解決しますみたいな書き方になっているのですけれども、それをもう一つ進
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めた上でのチェックみたいなものができるといいなと、なかなか難しいかとは思うの

ですけれども、そういうふうに感じた次第であります。 

  具体的な質問に変えますと、調査された結果、今、申し上げましたような、次のアク

ションというのはこういうことを想定していますというような、お聞かせいただける

ようなものがありましたら、もう少しイメージができるのですけれども、その辺をち

ょっとお願いしたいと思います。 

 

○ 高橋ＪＩＣＡ南アジア第四課課長 ありがとうございます。まず、ツーステップロー

ンということで、御指摘のような曖昧さ、焦点がなかなか見えづらいという御指摘は

そのとおりだろうなとは思います。 

● その上で、御質問の点でございますが、通常、ツーステップローンの案件形成におき

ましては、まず、資金需要をしっかりと確認するというところがあろうかと思います。

それがこの案件の目指す目的に合った形で、資金需要がしっかりとあるのか。その上

で、エンドユーザーというか、最終的な借り入れ人となる人のクライテリアというの

を検討いたしまして、将来の実施機関となるバングラデシュ政府側と合意をしてくる

ことになろうかと思います。 

● また、円借款の直接の借り入れ窓口であるバングラデシュ政府、バングラの場合は財

務省でございますが、財務省との間では、その資金フローに関する合意を行ってまい

ることになろうかと思います。具体的に、そのサブプロジェクトを全て協力準備調査

の中で確定するのかという点に関しましては、そういったことは行いません。という

のは、実際に信用リスクをとるのは、最終的に資金をエンドユーザーに貸し付ける金

融機関でございまして、そこでの審査が案件の実施段階、すなわち円借款の供与の後

に行われることになろうかとか思いますので、そちらは実施段階での確認となってま

いろうかと思います。 

 

○ 岩城委員 そうしますと、ここに書かれておりますような審査能力向上という一般的

な技術供与と、本資金による個別案件とは一体化されていないという理解でよろしい

のでしょうか。要は、供与された資金を使って行われる、もしくはそれをベースに審

査される際に技術協力を加えていくということなのか、オン・ザ・ジョブ的に技術協

力を加えるのか。そこら辺は全く別に一般的な研修的にされるのでしょうか。 

 

○ 高橋ＪＩＣＡ南アジア第四課課長 すみません。今、私、ツーステップローンのフロ

ーを中心に御説明してしまいまして、テクニカルアシスタンス（技術支援）の部分に

ついて説明を省略してしまいましたが、今回の案件では、技術支援としまして、具体

的なエンドユーザーに対する技術支援とお金を貸し付けるほうの金融機関側に対する

技術支援と両方を検討しております。どちらもそうなのですけれども、まず、金融機
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関側の技術支援に関しましては、協力準備調査の中で、まず、貸し付け金融機関の候

補を確認、アイデンティファイしてくるところになろうかと思います。その段階で金

融機関の実際の審査能力であったり、現状の債権のモニタリングの体制であったりと

いうところを確認いたしまして、必要な支援策を検討してまいる所存でございます。 

● もう一つ、エンドユーザー側に対する支援に関しましては、具体的にエンドユーザー

が調査の段階では定まっていないという状況がございますので、金融機関あるいはバ

ングラデシュ政府を通じた協議となりますが、その段階では、計画をつくる、具体的

にテクニカルアシスタンスを実施していくのはエンドユーザーとの融資契約が結ばれ

る段階で行っていくことになりまして、テクニカルアシスタンスの内容について、テ

クニカルアシスタンスの受け手と直接議論できるのは実施段階になるということかと

思います。 

 

○ 小川座長 今の西田委員の御指摘にも関係して。先ほど手を挙げていらっしゃったの

で、西田委員、関連して何かあれば。 

 

○ 西田委員 今ので結構です。 

 

○ 小川座長 よろしいですか。では、高橋委員。 

 

○ 高橋委員 すみません。コメントを出すのがちょっとおくれてしまったので、後でメ

ールで御回答いただけるということだったのですけれども、農業開発を面的にアプロ

ーチするというのはすごく難しいと思います。つまり、ステークホルダーが多様なの

です。ましてやツーステップでやろうとしているわけですから。そうすると、今ここ

で考えられるステークホルダーは、例えば、生産者のレベルでいっても、小規模、中

規模、大規模、それぞれ違いますし、土地の持ち方によっても違う。もちろん、流通

にあずかる企業や川下もあるでしょうし、そしてここに金融機関がツーステップで入

ってくるわけです。そうすると、それぞれの思惑があって、それをこのお金を活用し

てやろうとするわけですけれども、１つの方向に向かわせるのは非常に難しいです。 

● かつて私は、タイでツーステップローンをＢＡＡＣ(農業協同組合銀行)という銀行に

対してやって、日本は20年以上支援していましたけれども、結果、生まれてきたのは

何かというのは、金融機関が大きくなったのです。でも、小規模農家はむしろ借金を

ためました。特にバングラデシュの場合は、債務児童労働なども結構いますから、こ

のあたりは気をつけないと、小農の借金を高めてしまって、結局、自分たちの生産性

もうまく上がらずに、企業にどんどん食われていってしまう。そういうことになって

しまうと、むしろ非常に悪い影響になってしまう可能性がかなりある。社会的弱者と

いうのであれば、そこにきちんと焦点を当てたような、援助に一本筋を通すようにし
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ていかないと非常に危ういと思います。 

● もし、この残りをやるのであれば、私がぜひお願いしたいと思うのは、きちんとモニ

タリングしてください。計画が事前にわかるかというと、これはわからないと思いま

す。まさしくツーステップですから。きちんと細かくモニタリングしていかないと、

どういうふうな方向へ案件がいってしまうのかというあたりも、途中できちんと修正

しないといけないので、それもあわせて金融機関への支持とかインストラクションと

かやる必要があるということです。 

● その上で１点申し上げたいのは、小農や家族農業というのはこれからの食糧需給や環

境の持続性やいろいろな観点からとても重要だということで、昨年10月30日に、小農

と家族農業の権利を守るための国連宣言が出ましたね。日本の農業開発のあり方とい

うのは、そこをきちんと軸足にして考えたほうがいいのではないかと思っていますの

で、もしお時間があれば、その辺も含めて御検討いただければありがたいと思ってい

ます。 

 

○ 高橋ＪＩＣＡ南アジア第四課課長 どうもありがとうございます。十分に留意して対

応いたします。想定している直接の借り手としましては、企業サイドというところで

はあるのですが、先ほど田辺委員から御指摘いただいたように、生産面とのリンケー

ジというのは非常に重要だと思いますし、また、そういったところで、小農や零細農

民に対する対応はどのように考えていくかというのは、この案件の中でしっかりと考

えていきたいと思います。ありがとうございます。 

 

○ 小川座長 ほかはいかがでしょうか。どうぞ。 

 

○ 西田委員 ありがとうございます。先ほどＢＩＧ－Ｂ構想について御説明をいただい

て、これが日バングラデシュの協力枠組みであること、そして、地域のコネクティビ

ティとか、経済の進展に向けての重要な位置づけのものだというお話であったと思い

ます。そこで、１点はお伺いしたいことと、もう一点は、コメントというか、どちら

かというとお願いに近いものなのですけれども、２点ございます。 

● 質問はこのコネクティビティについてです。この地域は、ベンガル湾多分野技術経済

協力イニシアチブ（ＢＩＭＳＴＥＣ）があります。バングラデシュはこれのオリジナ

ルメンバーとして９７年から活動しています。これは非常に包括的な経済枠組みであ

るだけではなくて、対テロの協力といった、政治的にも意味の深いもので、かつ、将

来的は地域的なＦＴＡをにらんでやっていこうという構想だと思います。このＢＩＭ

ＳＴＥＣがどれだけ強力か、あるいはプラットフォームとして適当かわかりませんが、

今度の連携というか、ＢＩＧ－Ｂ構想がどういうふうに位置づけられているのか、ど

のようなものなのかというのを教えていただければというのが質問です。 
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● もう一つは、関連してです。今、この地域でインドのモディ首相がおっしゃっている

ようなアクトイーストとしてコネクティビティが非常に盛んに喧伝されて期待をされ

ている。もともと地域の枠組みとして、ベンガル湾という経済地域をどういうふうに

認識するかというのは非常に重要なのですが、日本の中では、残念ながら、東南アジ

アは東南アジア、南部アジアは南部アジア、外務省の中では、南部アジア部の中に南

西、南東と課が分かれていると思うのですけれども、恐らく、自由で開かれたインド

太平洋構想を本当に推し進めていくためには、準地域的な要素というのを我々はもっ

と見ていかなければいけないのではないか、これは、私、ずっと前から思っていて、

笹川平和財団のホームページなどにも論考を出しているのです。 

  この東南アジアからインド洋に抜けていく次の戦略的に重要な地域において日本はど

のような構想を展開していくのかというのを、ポンチ絵とかではなくて文章でぜひ、

ベンガル湾地域に対して我が国はこういう認識でいます、戦略的にこういうふうに評

価します、だからこそ、各地域の経済協力なり政治協力なり安全保障協力なりをこの

ように進めていきたいといった大きな方向性をそろそろ示していいのではないか、ベ

ンガル湾地域というのはまさにそういうモデルケースとなるようなところではないか

と思っている次第です。 

  インド太平洋というのは大き過ぎて漠然とし過ぎてしまうのです。特にインド洋のド

メインと太平洋とではコンテクトが大分違いますし、インド洋でも、西、東、南で全

然違いますので、こういったものをぜひ南部アジア部主導でつくっていただいて、内

外に対して我が国のＦＯＩＰがどういうものであるかを示していただければ、国民も、

そして我々外部の者も、外国の政府、あるいは関係者に対しての説明にも使えますし、

御省の進める各ＯＤＡの案件、あるいはＪＩＣＡとの案件、その他案件を進めていけ

るのではないかと思いますので、御検討いただければと思う次第です。 

 

○ 植田国別開発協力第二課首席事務官 ありがとうございます。 

  まず１点目のＢＩＭＳＴＥＣとＢＩＧ－Ｂ構想との関係でございます。端的に申し上

げれば、ＢＩＧ－Ｂ構想はあくまで日バングラデシュとの２国間関係を新しいフェー

ズに引き上げるという包括的パートナーシップという枠組みのもとで、新しい経済分

野で日本がバングラデシュの経済発展、産業発展に貢献していくことについてのコン

セプトを示したものとして位置づけられておりまして、ＢＩＭＳＴＥＣとの直接的な

関係はございません。 

  一方で、我々外務省といたしましても、ＢＩＭＳＴＥＣといった地域枠組みをすごく

大事にしたいと思っております。南部アジア地域は、地域統合に向けてはなかなかハ

ードルの高い地域ではございますけれども、その潜在力は非常にある地域でございま

すので、このＢＩＭＳＴＥＣについては、我々としては引き続き彼らの取り組みをサ

ポートしていきたいと一般的には考えております。 
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  また、地域へのかかわり方として、これまで申し上げておりますＦＯＩＰのもとで強

調しております連結性という概念は非常に大事なことでございますので、このＢＩＭ

ＳＴＥＣの文脈においても連結性という分野で我々として何ができるかということに

ついては引き続き検討してまいりたいと思っております。 

● ２点目のベンガル湾地域についての戦略でございますけれども、まさにおっしゃられ

たとおり、非常に重要な地域でございます。インド太平洋戦略におきましても、太平

洋地域からこのインド洋地域に重要性というものが拡大しつつある。その中の中心地

ということでこのベンガル湾を囲む沿岸地域は非常に重要な地域でございます。おっ

しゃるとおり、この地域に対して日本としてどういう戦略性を持って、認識を持って

どういうふうに取り組んでいくのかということも大事なことでございますので、関係

部署、南部アジア部も含めて御相談していきたいと思っております。 

 

○ 小川座長 ほかはいかがでしょうか。西田委員から文書で御指摘があって、それで岩

城委員が追加の質問で御指摘があった、これから全部調べますという感じの書き方に

なっているところについては、今の御説明を聞いていますと、ＢＩＦＦＬはある程度

情報を持っていらっしゃって、それでさらに調べたいということだと思いますので、

ここは書き方を工夫されて、この書き方だと、全部これから調べますというふうに見

えそうですので、どこまでわかっていて、何を調べるかという書き方にしていただけ

れば、委員の方々からの御質問に答えられるのではないかと思います。どうぞ。 

 

○ 山本外務省国際協力局開発協力総括課長 座長、ありがとうございます。総括課長の

山本です。今のはバングラデシュの案件ですけれども、ツーステップローンは、内容

がなかなかつかみにくいところもありますので、今日いただいた御意見等を踏まえて、

ツーステップローンについての融資をする場合にはもう少し違った切り口で、ある情

報はなるべく盛り込めるようにしていきたいと思います。 

 

(3) ヨルダン「ザイ給水システム改良計画準備調査」（無償） 
○ 小川座長 よろしいでしょうか。それでは、３番目の案件に進みたいと思います。ヨ

ルダン「ザイ給水システム改良計画準備調査」、プロジェクト形成（無償）について、

説明者から、外交的意義及び委員のコメントに対する回答をお願いいたします。 

 

○ 井関外務省国際協力局国別協力開発第三課長  大変お世話になっております。外務

省開発協力第三課の井関と申します。よろしくお願いいたします。まず、無償案件、

ヨルダンの「ザイ給水システム改良計画」について御説明申し上げます。 

● まず、事業概要でございますが、アンマン都市圏及びバルカ県への給水を支えるザイ
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給水システムにおいて、既に劣化しております上水道設備及び機材を更新・改良する

ことをもってアンマン都市圏への安定給水を図り、安定的かつ効率的な水資源の配分

及び財政負担軽減に寄与することを目的とするものです。 

● 外交的意義につきましては、ヨルダンは不安定な中東地域における緩衝国として非常

に重要であり、中東和平にも貢献しており、また、２０１１年３月のシリア危機発生

以降には大量のシリア難民を受け入れてきているところであります。また、我が国と

の二国間関係も良好でございまして、昨年１１月には国王が訪日され、首脳会談にお

いては安倍総理から、我が国は地域の安定に重要な役割を果たす鍵となるヨルダンを

引き続き支援していく旨、表明しておるところでございます。また、ヨルダンの安定・

発展に協力することは、中東の平和と安定を通じた我が国のエネルギー安全保障の確

保、さらには良好な二国間関係を維持・発展させる上で非常に重要であること、また、

この計画について、ヨルダン政府の関心は極めて高いということでございまして、本

計画に本件支援をもって二国間関係の強化を図るとともに、我が国による難民支援へ

の積極的な貢献を示すという観点から非常に重要であると考えております。 

● また、水セクターの現状と本計画の位置づけでございます。ヨルダンは中東の乾燥地

に位置しておりまして、水資源が世界で最も少ない国の１つとして数えられておりま

す。さらに、そもそもの人口増加、さらに難民の流入で、水需要への対応がますます

重要な課題となっております。アンマンは首都ではございますが、標高約９００メー

トルに位置しております。他方で、給水源は、ヨルダン渓谷、標高約マイナス３００

メートルと非常に低いところにありまして、標高差が極めて大きくなっております。

このような中で、ヨルダン政府として安全で十分な飲料水供給、持続的な水資源利用

を目標として国家戦略として掲げておるところであります。 

● このザイ給水システムでございますが、１９８５年に建設、このザイ浄水場からの給

水が、まずアンマン都市圏全体の３０％に使われており、全体の４０％の給水源とな

っているＤＩＳＩ化石水というのがあるのですが、この希釈にも用いられているとい

うことで、合わせて、アンマン都市圏の給水量の７０％を支えておるという案件でご

ざいます。その中で、老朽化が進むこのシステムの改良計画は非常に重要であると考

えておるところでございます。 

● 続きまして、委員の先生方から頂戴しております御質問への回答に移らせていただき

ます。まず、この計画の背景につきまして幾つか御質問を頂戴しております。 

  西田委員からは、水資源をめぐるヨルダン国内でのステークホルダー間の対立等は存

在するのか。田辺委員からは、本計画がある一方、需要に対する供給量は足りている

のか、足りていない場合、供給量を拡大する事業は別途行われているのか、さらに、

高橋委員から、平和構築アセスメント（ＰＮＡ）を作成したのかという趣旨の御質問

を頂戴しております。 

まず、ヨルダンにおきましては水灌漑省が担当しておりますが、こちらの政策に基づ
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きまして、水道担当機関が適切な水資源配分を行っていますところ、現時点におきま

してステークホルダー間の対立や不安定化といった事象は顕在化しておりません。ま

た、ヨルダンの水資源の保存量は、１人当たり年間１００立方メートルに満たず、給

水時間は首都アンマンにおいてすら週５０時間程度となっておりまして、需要に対す

る供給量は不足しております。この計画は、ヨルダン全体の供給量の増加を目的とし

たものではございませんが、アンマン都市圏の７０％の給水を支えておりますところ、

この老朽化によって運転停止した場合、シリア難民を含む同国首都地域の約３００万

人の人口に重大な影響を与え、ひいては中東地域安定化の要でありますヨルダン全体

に重大な影響を及ぼすおそれがあると考えております。 

● また、日本としましては、近年、ヨルダンに対しまして無償資金協力「バルカ県送配

水網改修・拡張計画」、さらに「第２次バルカ県送配水網改修・拡張計画」、「第２

次北部地域シリア難民受入コミュニティー水セクター緊急改善計画」等を実施してお

ります。これらの案件も、新規水源を開発するものではございませんが、老朽化した

送配水管の更新等を図って、ヨルダンにおける限られた水資源の有効活用に貢献して

おるところでございます。 

  なお、ヨルダン政府は、ヨルダン内部の先ほど申しましたＤＩＳＩ化石水を開発した

り、紅海・死海事業における淡水化施設の建設等、供給量の拡大に資する事業を別途

実施し、あるいは計画しておるところでございます。紅海・死海事業についても、一

部につきまして外務省による無償資金協力で機材について支援することを考えておる

ところでございます。続きまして、ＪＩＣＡさんからお願いいたします。 

 

○ 吉川ＪＩＣＡ中東・欧州部中東第二課課長 ＪＩＣＡから、平和構築アセスメント

（ＰＮＡ）に関する御説明をさせていただきます。 

  アンマン都市圏では、現状、ステークホルダー間の対立、不安定化といった問題が顕

在しておりませんで、ＰＮＡで分析いたします事業の実施による平和の促進ですとか、

紛争の予防、あるいは事業による負の影響の分析のようなものがこの事業に関して必

要ではないと理解しておりますので、本計画のためのＰＮＡを作成する予定はありま

せん。 

● 一方で、２０１４年にヨルダンに関するＰＮＡを実施しております。このとき、シリ

ア難民がたくさん流入しまして、そういった分析を行ったのですが、特にシリア難民

の８割以上が難民キャンプではなくてホストコミュニティーの方に入っているという

ことで、公共サービスへの負荷が大きな課題であることがわかっておりまして、そう

いったところに対する対策をしていくことが平和の促進であったり、紛争の予防に貢

献していくだろうという分析・調査をさせていただいているという状況です。 

 

○ 井関国別協力開発第三課長 続きまして、開発効果につきまして質問を頂戴しており
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ます。まず、西田委員から、本計画はザイ給水システムの設備を全て入れ替えるもの

なのか、その場合、１人当たり水資源賦存量は、アンマン都市圏、バルカ県でどの程

度改善される見込みなのか、シリア難民への給水量の確保状況も含めということで御

質問を頂戴しております。また、高橋委員からは、本計画の施設・機材の整備が完了

して、開発効果を発現するのはいつごろを想定しているのか、緊急性に対してどの程

度のタイムラグを想定しているのかという趣旨の御質問を頂戴しております。こちら

はＪＩＣＡさんからお願いいたします。 

 

○ 吉川ＪＩＣＡ中東・欧州部中東第二課課長 本計画で実施予定のコンポーネントにつ

いては案件計画調書で書かせていただいたとおりでありまして、そこに記載されてい

ないようなところ、例えば建屋ですとか電気設備等についてはすぐに更新が必要でな

いと認識しておりまして、既存のものを継続使用することで考えています。詳細は協

力準備調査で確認するというふうに考えています。 

● 本件は、新たに水資源を開発するものではなく、老朽化した機材・施設の更新によっ

て、このザイ給水システムの運転停止リスクを逓減させることで、アンマン首都圏に

いる方々への安定的な給水を継続することが目的でありまして、そういう意味では、

アンマン都市圏であったり、バルカ県における給水量が改善することはありません。 

● 他方で、何度か御説明していますとおり、アンマン都市圏で７０％の給水をしている

給水場ですので、こちらの機能が低下していくことによる社会不安等のリスクは非常

に大きいと考えております。こういったリスクが発現することを未然に防ぐため、そ

ういった意味で緊急に実施する必要があると考えております。現状、本計画による施

設・機材の整備の完了は２０２１年ということで想定しております。 

 

○ 井関国別協力開発第三課長 続きまして、企業案件とのデマケーション等について御

質問を頂戴しております。 

  まず、田辺委員から、現在実施中の「第２次バルカ県送配水網改修・拡張計画」との

関係、それから、９８年の無償案件「第２次アンマン都市圏上水道施設改善計画」に

おける機材更新との関係について御質問を頂戴しております。また、岩城委員からは、

過去の類似案件からの教訓について御質問を頂戴しております。 

● まず、実施中の無償案件「第２次バルカ県送配水網改修・拡張計画」につきましてで

すが、この計画の対象地域であるバルカ県のアインアルバシャ地区におきましては、

ザイ浄水場の処理水が送配水されることになります。また、実施中の「バルカ県送配

水網改修・拡張計画」の対象地域である、同じくバルカ県のディルアラ地区でござい

ますが、こちらはザイ浄水場とは異なる浄水施設の処理水が供給されております。も

う一つ、「第２次北部地域シリア難民受入コミュニティー水セクター緊急改善計画」

は、ヨルダン北部のイルビッド県を対象とするものでございますので、このザイの計
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画とは具体的な関係性はございません。 

● また、我が国は過去に無償資金協力、これは９６年１１月署名案件でございますが、

無償の「アンマン都市圏上水道施設改善計画」、それから、９８年にＥ／Ｎ署名した

案件でございます「第２次アンマン都市圏上水道施設改善計画」を通じまして、この

ザイ給水システムに機材供与を実施してきております。この際の機材は、もう既に供

用後20年近く経過しておりまして、劣化が著しく、故障や機能低下による供給量の低

下を未然に防ぐという観点から、今回の計画を通じて、機材の更新、運転効率の改善

等を支援する考えでございます。続きまして、ＪＩＣＡさんからお願いします。 

 

○ 吉川ＪＩＣＡ中東・欧州部中東第二課課長 教訓についてですが、案件計画調査には

セルビアの事例を書かせていただいております。ヨルダンとの案件を考えますと、２

０１４年にＥ／Ｎ署名された北部地域シリア難民受入コミュニティー水セクター緊急

改善計画という事業がございまして、こちらの中で、水道管の敷設に際して国道の掘

削と復旧が必要になったのですが、国道を所管する省庁からの許認可のところに時間

を要したという事例がございます。今回の案件については、こういったことがないよ

うに、しっかりと事前調査をすると考えております。 

 

○ 井関国別協力開発第三課長 続きまして、ほかのドナーとのデマケーションにつきま

して、岩城委員から、米国の国際開発庁(ＵＳＡＩＤ)の支援実施内容が未定にもかか

わらず、本計画が重複しないと言い切れる背景ということで御質問を頂戴しておりま

す。こちらはＪＩＣＡさんからお願いします。 

 

○ 吉川ＪＩＣＡ中東・欧州部中東第二課課長 一言で申しますと、ＵＳＡＩＤとは現地

ベースで想定しているスコープについて御相談していて、これについて特に問題がな

いというような回答を得ているという状況ではあります。ＵＳＡＩＤが現状やってい

ることは、ザイの給水システムの取水源であるキングアブドゥッラー用水路の水質検

査等の調査を実施しておりまして、今後の支援内容等については未定だということで

したので、実際に実施される場合にはヨルダン側においての調整も図られますし、Ｕ

ＳＡＩＤとのコミュニケーションは現地ベースでしっかりとっておりますので、問題

が生じることはないと考えております。 

 

○ 井関国別協力開発第三課長 最後になりまして、恐縮でございます。道傳委員から、

比較的所得水準が高い国に対するこの計画のようなベーシック・ヒューマン・ニーズ

の分野での無償資金協力についての考え方について御質問を頂戴しております。 

  所得水準が比較的高い国に対する支援については、ベーシックヒューマンニーズのよ

うな分野にかかわらず、「所得水準が総体的に高い国に対する無償資金協力の効果的
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な活用についての方針」に基づきまして、無償資金協力の供与の適否について、緊急

性、迅速性、さらには人道上のニーズなどの観点から精査することとしております。 

  ヨルダンは所得水準が比較的高い国として位置づけられるのですが、先ほど申し上げ

ましたとおりになりますが、水資源が乏しいにもかかわらず、シリア危機発生以降、

生じている難民を数多く受け入れております。また、この難民流入の増加に伴い、水

供給サービスが悪化しており、アンマン都市圏７０％の給水を支えるザイ給水システ

ムが老朽化によって運転停止した場合には、シリア難民を含むヨルダンの首都に重大

な影響を与えることになるという観点から、こちらは緊急性、迅速性についてでござ

いますが、機材・施設更新のための迅速な対応が必要と考えております。また、生活

に対する脅威の対応、こちらは人道上のニーズでございますが、この観点から、無償

資金協力による供与が適当と判断しているものでございます。以上でございます。 

 

○ 小川座長 どうもありがとうございました。それでは、ただいまの説明者からの説明

に対して、追加で御質問、御意見ございましたら、お願いいたします。どうぞ。 

 

○ 田辺委員 このザイ給水システムの機材更新が必要だということは理解したのですが、

他方で、９８年の案件もありますし、機材更新のために援助を出し続けていくことに

なってくると、果たして、その持続性というか、水道料金をきちんと取って、そうい

った基本的なメンテナンスを管理する体制が現地でできているのかというところが不

安になってくるのですが、そのあたりはいかがでしょうか。 

 

○ 吉川ＪＩＣＡ中東・欧州部中東第二課課長 ありがとうございます。まさにそこは大

きな課題だと思っています。同じようなことが発生しないように、例えばポンプの寿

命が長く延びるように手当てですとか、技術的なことは当然検討してアドバイス等を

していきたいということがあります。現状、この水システムの関係でいいますと、水

源が低いところにあって、上まで持っていきますので、ポンプの電気料金というのが

非常に大きな負担になっていてその電気料金をいかに下げていくかというところにつ

いては、例えば海外投融資の方で太陽光発電の建設の支援というか、融資をさせてい

ただいたり、そういった取り組みを含めて検討していくことだと考えております。 

 

○ 小川座長 ほかはいかがでしょうか。西田委員。 

 

○ 西田委員 説明ありがとうございました。 

   確認までですけれども、この支援を通じて難民も裨益するわけですね。であるとす

ると、この書きぶりなのですけれども、「難民支援への積極的な貢献を示す」ではな

く「難民への積極的な支援を行う」の方が、私、国益とかは大事だと思いますので、
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こういうものに書かれるときは、もしそういうのを直接的に裨益するのであれば、そ

のように書かれた方がいいのかなと思っただけです。 

 

○ 井関国別協力開発第三課長 御指摘ありがとうございます。今後、その観点も含めて

書きぶりには注意をさせていただきます。他方で、まさにヨルダンが置かれた状況も

ございます。その点は、両方の観点からしっかりと検討させていただきたいと思いま

す。ありがとうございます。 

 

○ 小川座長 高橋委員。 

 

○ 高橋委員 ＰＮＡは公開されていましたか。 

 

○ 吉川ＪＩＣＡ中東・欧州部中東第二課課長 ちょっと確認します。 

 

○ 高橋委員 それを見たいなと思ったので。もしまだでしたら、見せていただければあ

りがたいと思っています。 

   それから、イスラエルとの関係というのはこれによって何か影響を受けるようなこ

とは考えていますか。つまり、ヨルダンにいる人はパレスチナ系が結構多いと思うの

ですけれども、これがパレスチナに対するアファーマティブなアクションのようにイ

スラエルに受けとめられかねないとか。そこはそんなに考える必要はないですか。 

 

○ 井関国別協力開発第三課長 ザイの案件、90年代から日本は支援してきているわけで

ございますが、これについてイスラエルからクレームが示されたということは、少な

くとも私は承知しておりません。 

 

○ 小川座長 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、どうもありが

とうございました。以上で３つの案件が終わりました。 

 

3 事務局からの連絡 

○ 小川座長 事務局から連絡事項について御発言をお願いいたします。 

 

○ 山本開発協力総括課長 次回会議でございますけれども、新天皇即位に係る１０連休

のために、最終週から１週間繰り上げして４月２３日火曜日に開催予定でありますの

で、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 
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○ 小川座長 どうもありがとうございました。それでは、以上をもちまして、第43回「開

発協力適正会議」を終了したいと思います。どうもありがとうございました。 

 


